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バ
ス
例
会
資
料

曲

内

首

藤

氏

ル
昌

郷

木
　
下
　
和
　
司

１
　
曲
内
首
藤
氏
と
地
毘
庄

山
内
首
藤
氏
は
、
相
模
国
鎌
倉
郡
由
内
荘

（神
奈
川
県
鎌
倉
市
の

北
部
、
お
よ
び
大
船
市
の

一
部
）
を
本
貫
地
と
す
る
武
士
で
す
。
源

頼
朝
の
挙
兵
に
際
し
て
、
山
内
経
俊
が
平
家
方
に
味
方
し
た
た
め
に

曲
内
庄
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
経
俊
の
母
が
頼
朝

の
乳
母
で
あ
っ
た
た
め
に
許
さ
れ
て
、
母
の
私
領
で
あ
っ
た
早
川
庄

一
得
名
の
領
有
を
許
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
経
俊
と
そ
の
子
息

重
俊
が
幕
府
方
と
し
て
活
躍
し
た
た
め
、
陸
奥

。
信
濃

・
摂
津
な
ど

の
地
頭
職
と
伊
勢
守
護
職
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
元
入
元
年

（
一
二

〇
四
）
五
月
十
日
、
伊
勢

。
伊
賀
地
方
で
の
平
家
残
党
の
蜂
起
に
際

し
て
卑
怯
な
振
る
舞
い
が
あ
っ
た
と
し
て
、
山
内
氏
は
伊
勢
の
守
護

職
を
解
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
翌
元
久
二
年
九
月
に
は
守
護
職
の
復
活

を
求
め
て
運
動
し
て
い
ま
す
が
、
復
職
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。

『山
内
首
藤
家
文
書
』
の
中
に
あ
る

「山
内
熊
寿
丸
代
道
園
文

書
目
録
」

（二
四
）
や

「山
内
氏
重
書
目
録
案
」

（五
三
）
に

「
一

通
　
地
昆
庄
御
下
文
　
　
一九
久
元
年
十
二
月
精
日
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
山
内
氏
が
守
護
職
の
回
復
を
求
め
る
運
動
の
中
で
地
昆
庄
の
地

頭
職
を
獲
得
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

曲
内
氏
が
峡
院
で
あ
っ
た
相
模
国
の

一
得
名
を
捨
て
、　
一
族
の
勢

力
拡
大
を
目
指
し
て
地
毘
庄
に
移
住
し
た
の
は
山
内
資
通
の
時
だ
と

思
わ
れ
ま
す
。

『芸
藩
通
史
」
に
よ
れ
ば
、
資
通
は
正
和
五
年

（
一

三

一
六
）
に
新
市
村
蔀
山
に
至
り
城
を
築
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
以
後
、
毛
利
氏
に
従

っ
て
長
州
に
移
る
ま
で
山
内
氏
は
備
北
の

地
で
勢
力
の
拡
大
に
努
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
】

山
内
首
藤
氏
と
高
郷

中
世
の
高
郷
は
、
現
在
の
庄
原
市
高
町
の
地
を
指
す
考
え
ら
れ
、

『和
名
抄
』
に
記
さ
れ
て
い
る
三
上
郡
多
可
郷
に
当
た
る
と
思
わ
れ

ま
す
。
こ
の
高
郷
は
近
世
の
地
名
で
い
う
高

・
川
西

・
小
用

，
大
久

保

。
永
末

。
高
門
の
六
ヶ
村
を
含
む
地
域
だ
と
さ
れ
い
ま
す
。
中
世

に
な
る
と
一．′局
郷
に
も
地
毘
庄
の
地
頭

・
山
内
氏
の
が
勢
力
を
伸
ば
し

て
い
ま
す
。
山
内
氏
は
南
北
朝
期
の
争
乱
に
対
処
す
る
た
め
、
応
安

七
年

（
一
三
七
四
）
三
上
郡
高
郷
地
頭
職
及
び
同
郡
永
江
庄
半
分
を

兵
料
料
所
と
し
て
預
け
置
か
れ
て
い
ま
す
。

五
七

　

「
　
今
川
頼
泰
預
ヶ
状
　
」

備
後
国
三
上
郡
内
高
郷
地
頭
職
、
同
郡
内
永
江
庄
半
分
事
、
為
兵
料

料
所
々
預
置
也
、
守
先
例
可
致
其
沙
汰
之
状
如
件
、

（
頼
泰
）

応
安
七
年
七
月
甘
二
日
　
　
　
右
衛
門
尉

（花
押
）

山
内
下
野
守
殿

永
江
庄
と
は
現
在
の
庄
原
市
の
市
街
地
付
近
を
指
し
て
お
午
、
こ
の

時
の
預
け
置
き
に
よ
り
曲
内
氏
は
地
見
庄
か
ら
東
方

へ
向
か

っ
て
進

出
す
る
糸
口
を
得
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
文
書
に
あ

る
よ
う
に
高
郷
に
対
す
る
山
内
氏
の
支
配
権
は
、
兵
料
料
所
と
し
て

一
時
的
に
預
け
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
恒
久
的
な
支
配
権
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
山
内
氏
の
高
郷
に
対
す
る
支
配
権
が
ど
の
よ
う



に
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
示
す
史
料
は
、

『山
内
首
藤
家
文
書
』

に
も
認
め
ら
れ
ず
正
確
な
事
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
次
に

『山
内
首
藤

家
文
書
』
に
高
郷
の
名
前
が
現
わ
れ
る
の
は
、
年
欠
の
文
書
な
が
ら

「塩
冶
氏
盛
書
状
」
で
す
。

一
七
七

　

「，

塩
冶
氏
盛
書
状
　
」

（
端
裏
捻
封
ウ

（
書
）

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
冶
彦
三
郎

（
豊

成

）

山
内
大
和
殿
　
御
宿
所
　
　
　
　
　
　
氏
盛
」

宮
高
方
知
行
分
高
郷
之
事
、
依
有
御
由
緒
、
御
安
堵
御
判
可
有
御

甲ヽ
之
由
、
委
細
心
得
申
候
、
以
面
申
談
候
上
者
、
縦
御
屋
形
様
御

難
渋
候
共
、
涯
分
可
申
達
候
、
柳
不
可
有
如
在
儀
候
、
恐
々
謹
言
、

九
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
盛

⌒花
押
）

文
書
の
発
給
さ
れ
た
正
確
な
年
代
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
明
応
の

政
変
に
関
係
し
た
書
状
だ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
明
応
二
年

（
一

四
九
二
）
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
書
状
に
書
か
れ
た

「御
由
緒
有
る
に
依

っ
て
」
と
は
、
応
安
七
年
の

「今
川
頼
泰
預

ヶ
状
」
若
く
は
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
か
も
し
れ
に
地
頭
職
の
補
任

を
さ
す
と
思
わ
れ
ま
す
。

「塩
冶
氏
盛
書
状
」
に
よ
れ
ば
十
五
世
後
半
の

一
時
期
、
高
郷

は
宮
氏
の
領
有
に
帰
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
で
言
う
宮
高
方

と
は
、
ど
の
系
統
の
宮
氏
か
は
不
明
で
す
が
、
備
北
に
勢
力
を
伸

長
し
て
い
た
宮
下
野
守
家
か
、
後
述
す
る
十
六
世
紀
中
頃
の
情
勢

を
考
慮
す
る
と
久
代
宮
氏
の
系
統
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

『曲
内
首

藤
家
文
書
』
を
調
べ
て
み
て
も
高
郷
に
関
係
す
る
文
書
は
非
常
に

少
し
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
地
頭
職
等
の
補
任
に
関
す
る
も
の
は
、

先
の

「今
川
頼
泰
預
ヶ
状
」
の
み
で
他
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
、
山
内
氏
の
本
拠
地
で
あ

っ
た
地
毘
庄
、
守
護
給
分
と
し
て
与

え
ら
れ
た
泉
田
庄
や
信
敷
庄
東
方
等
と
比
較
す
る
と
大
き
な
違
い

で
す
。
も
う

一
つ
山
内
氏
が
勢
力
を
延
ば
し
た
地
域
で
領
有
に
関

す
る

文
書
の
少
な
い
の
が
永
江
庄
で
す
。
永
江
庄
は
應
永
十
七
年

（
一
四

一
〇
）
の

「建
仁
寺
領
諸
国
注
進
目
録
ノ
事
」

（
『建
仁

寺
旧
記
』
）
に
は

「備
後
国
永
江
庄
ノ
地
頭
職
」
と
み
え
で
、
永

江
庄
地
頭
職
は
建
仁
寺
が
保
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
建

仁
寺
は
京
都
五
出
の

一
つ
で
す
か
ら
、
永
江
庄
地
頭
職
は
お
そ
ら

く
室
町
将
軍
家
の
寄
進
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
永
江
座
は
将

軍
家
料
所
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
振

り
返

っ
て
高
郷
の
こ
と
を
考
え
て
見
る
と
、
高
郷
に
関
し
て
そ
の

領
有
権
を
争

っ
て
い
る
宮
氏
は
室
町
将
軍
家
奉
公
衆
で
あ
り
、
備

後
国
に
於
い
て
も
将
軍
家
料
所
を
多
数
預
け
置
か
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
有
名
な

「康
正
三
年
造
内
裏
段
銭
井
国
役
引
付
」
に

は

「拾
貫
文
　
宮
下
野
守
殿
　
備
後
国
之
段
銭
」
と
あ

っ
て
具
体
的

な
郷
荘
名
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
宮
氏
が
，備
後
国
に
将
軍
家
料

所
と
し
て
預
け
置
か
れ
た
散
在
所
領
を
持

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
宮
氏
に
預
け
置
か
れ
た
将
軍
家
料
所
の

一
つ
が
高
郷
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

『山
内
首
藤
家
文
書
』
に
含
ま
れ
て
い
る
所
領
給
付
及
び
所
領

安
堵
に
関
す
る
文
書
を
見
て
行
く
と
、
康
応
二
年

（
一
三
九
〇
）

の
曲
名
時
熙
の
信
敷
庄
東
方
の
給
付
以
来
、
山
内
氏
が
守
護
山
名だ ヽく、1ソ



安
堵
に
関
す
る
文
書
を
見
て
行
く
と
、
康
応
二
年

（
一
二
九
〇
）

の
山
名
時
熙
の
信
敷
庄
東
方
の
給
付
以
来
、
曲
内
氏
が
守
護
山
名

氏
と
強
く
結
び
付
き
守
護
給
分
に
よ
る
所
領
給
付
を
通
じ
て
そ
の

勢
力
を
延
ば
し
て
行

っ
た
こ
と
が
良
く
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、

高
郷
や
永
江
庄
に
関
し
て
は
明
応
の
政
変
に
関
し
て
発
給
さ
れ
た

明
応
二
年

（
一
四
九
二
）
の
永
江
庄

（本
村
を
除
く
）
給
付
に
関

す
る

文
書
が
初
見
で
あ
り
、
高
郷

・
永
江
庄
は
本
来
守
護
の
権
限

が
及
び
ず
ら
い
地
域
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り

高
郷

。
永
江
庄
は
将
軍
家
料
所
で
あ

っ
た
た
め
に
、
応
仁

。
文
明

の
乱
を
通
じ
て
将
軍
の
権
威
が
完
全
に
有
名
無
実
に
な
る
ま
で
守

護
の
所́
領
成
敗
権
が
及
び
ず
ら
く
、
在
地
の
有
一カ
者
で
あ
る
山
内

氏
に
対
し
て
も
所
領
給
付
に
関
す
る
文
書
を
発
給
で
き
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　

応
安
七
年

（
一
三
七
四
）

の
半
済
給
付
を
足
掛
り
と

し
て
高
郷
に
勢
力
を
延
ば
し
た
山
内
氏

は
、
半
済
停
止
後
も
実
力
で
も

っ
て
そ
の
勢
力
を
扶
植
し
続
け
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
確
証
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
半
済
停
止
後
、

高
郷
は
将
軍
家
料
所
と
し
て
宮
氏
、
お
そ
ら
く
下
野
守
家
に
与
え

ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
高
郷
を
巡
る
山
内
氏
と
宮

氏
の
確
執
の
原
因
に
な
っ
た
の
で
は
と
考
え
て
い
ま
す
。
高
郷
を

宮
氏
が
領
有
し
て
い
た
証
拠
と
し
て
は
、

「山
内
隆
通
知
行
書
立

案
」

含
一δ

四
）
に
、

「
一　

高
小
用
七
百
貫
、
但
、
比
内
営
国

一
宮
領
数
多
有
之
」

と
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
宮
氏
は
高
郷
の
領
有
中
に
氏
神

で
あ
る
備
後

一
宮
吉
備
津
社
に
高
郷
内

の
所
領
を
多
数
寄
進
し
て

い
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
，

以
上
、
述
べ
て
き
た
こ
と
を
直
接

に
論
証
す
る
史
料
を
現
時
点

で
は
見

つ
け
ら
れ
て
は

い
ま
せ
ん
が
、
間
接
的
に
示
唆
す
る
史
料

と
し
て
は

『
山
内
首
藤
家
文
書
』
に
含
ま
れ
る
山
内
氏

の
譲
り
状

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
文
明
十
五
年

（
一
四
人
三
）
、
山
内
豊
通

（豊
成
）
が
嫡
子
直
通
に
宛

て
た
譲
状
に
添
付
さ
れ
た

「
山
内
豊

通
譲
典
本
鎮
給
分
日
記
」
及
び

「
山
内
豊
通
譲
典
請
地
日
記
」
に

は
、
高
郷

・
永
江
庄
は
と
も
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
高
郷
に

関
し
て
は
宮
氏
と

の
確
執
が
あ
り
、
永
江
庄
に
関
し
て
も
江
圏
氏

や
毛
利
氏
と
の
確
執
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
た
め
、

高
郷

。
永
江
庄
に
対
す
る
曲
内
氏

の
支
配
は
安
定
し
て
は

い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
山
内
氏
の
勢
力
が

高
郷

。
永
江
庄
に
及
ん
で
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
の
に
、
二

つ

の
地
域
に
関
す
る
記
載
が
先

の
両
文
書
に
全
く
無

い
理
由
は
何
な

の
で
し
ょ
う
か
。　
一
つ
は
確
か
に
二
つ
の
領
域

の
支
配
が
安
定
し

て
い
な
か

っ
た
た
め
で
し
ょ
う
一が
、
も
う

一
つ
大
き
な
理
由
は
高

郷

。
永
江
庄
が
と
も
に
公
に
領
有
を
主
張
で
き
る
地
域
で
は
な
く

実
力
で
押
領
し
た
土
地
で
あ

っ
た
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
ち

つ
ま
綺

文
明
十
五
年
は
応
仁

・
文
明
の
乱
終
結
後
、
十
年
し
か
経
過
し
て

お
ら
ず
、
如
何
に
零
落
し
た
と
は

い
え
ま
だ
室
町
将
軍
家
の
権
威

が
生
き
て

お
り
、

守
護
も
国
人
も
将
軍
家
料
所
に
関
し
て
公
に
は

云

々
で
き
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
ん
な
時
代
状
況
の
な
か
で
興

っ
た
明
応

の
政
変
は
、
備
後
□

内

の
状
況
を

一
変
さ
せ
て
し
ま

い
ま
す
。
備
後

の
国
人
ど
う
し
が（́・Ｆ



現
守
護
山
名
俊
豊
方
と
前
守
護
山
名
政
豊
方
に
分
か
れ
て
戦
う
こ

と
に
な

っ
た
の
で
す
。
こ
の
戦

い
は
守
護
家

の
内
部
分
裂
と
言
う

一
面
と
国
人
衆

の
勢
力
争

い
と
言
う

二
つ
の
面
を
持

っ
て
い
ま
し

た
。

こ
の
時
、
国
人
衆

の
有
力
者
と
し
て
曲
内
氏
は
俊
豊
方
に
、

宮
氏
は
政
豊
方
に
属
し
て
お
り
、

「
塩
冶
氏
盛
書
状
」

（
一
七

七
）
、

「
山
内
俊
豊
書
一状
」

（
一
六
三
）
は
共

に
俊
章
方
が
山
内

豊
成

の
要
求
を
受
け
入
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
山
内
氏
の

高
郷
に
対
す
る
守
護
俊
豊

の
承
認
に
よ

っ
て

一
応

の
大
義
名
文
を

得
ら
れ
た
訳
で
す
が
、
そ
の
所
領
支
配
は
安
定
せ
ず
、
西
城
大
富

由
に
本
拠
を
置
く
久
代
宮
氏
と

の
所
領
争

い
が
続

い
て
い
ま
す
。

久
代
宮
氏
に
つ
い
て
は
、
田
国
会
長
が

「
久
代
宮
氏

の
出
白
に

つ
い
て
」

（
『
備
陽
史
探
訪
六
八
号
』
所
収
）
に
書
か
れ
て
い
る

よ
う

に
、
天
文
十
年

（
一
五
四

一
）
に
断
絶
し
た
宮
下
野
守
家

の

跡
を
襲

い
旧
奴
可
郡

一
帯
を
支
配
し
た

一
族
で
あ
り
　
宮
上
野
介

家

の

一
門

，
宮
氏
兼

の
家
系
と
考
え
ら
れ
ま
す
．、
久
代
宮
氏
は
下

野
守
家

の
旧
領
で
あ

っ
た
高
郷
の
領
有
を
主
張
し
て
山
内
氏
と
激

し
く
戦

い
ま
し
た
。
こ
の
時
の
戦

い
が

「
久
代
記
」

に
残
る
篠
津

原
の
合
戦
等

の
争

い
で
は
な

い
か
と
思

っ
て
い
ま
す
。

３
　
曲
内
首
藤
氏
と
雲
井
城

雲
井
城
は
庄
原
市
高
町
に
あ
り
、

西
城
川
の
川
筋
に
沿

っ
て
東

北
に
進
む
と
久
代
宮
氏

の
居
城
大
富
山
城
の
あ

っ
た
旧
奴
可
郡
西

城
に
至
り
ま
す
。
地
昆
庄
か
ら
南

に
向
か

っ
て
永
江
庄

‘
信
敷
庄

・
泉
田
庄

へ
と
進
出
し
た
山
内
氏
に
と

っ
て
、
備
後

の
最
有
力
国

人
で
あ
る
宮
氏
と

の
接
点
と
な

っ
た
高
郷
は
戦
略
上
の
要
衝
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
高
郷
を
宮
氏
に
抑
え
ら
れ
た
場
合
、
一情
敷

庄
や
永
江
庄
が
宮
氏
の
脅
威

に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

信
敷
庄
と
高
郷
の
境
に
あ
た
る
篠
津
原
の
雲
井
山
に
城
を
築
き
、

宮
氏
に
対
抗
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

久
代
宮
氏
の
台
頭
以
前
、
山
内
氏
と
宮
下
野
守
家
の
対
立

の
状

況
は
不
明
で
す
が
、
そ
れ
ほ
ど
強

い
も

の
で
は
な
か

っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
文
明
六
年

（
一
四
七
五
）
に
は
下
野
守
家

の
人
物
と
思
わ
れ
る
宮
盛
忠
が
山
内
豊
成
に
た
い
し
て
小
条
孫
右

衛
門
尉
跡
を
譲
り
渡
し
た
り
、
明
応
五
年

（
一
四
九
六
）
に
は
下

野
守
家
惣
領
宮
政
盛
が
山
内
直
通
に
未
渡
村
を
譲
り
渡
し
た
り
し

て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
何
ら
か
の
妥
協
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
宮
下
野
守
家
が
断
絶
し
、
奴
可
郡

一
帯
に
久
代
宮
氏
が

台
頭
し
て
く
る
と
そ
の
確
執
が
激
し
く
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

山
内
氏
と
久
代
宮
氏
の
高
郷
を
巡
る
確
執
が
か
な
り
激
し
か

っ
た

こ
と
に
は
、
二
つ
の
証
拠
が
あ
り
ま
す
。　
一
つ
は
、

『
久
代
記
』

に
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
こ
と
で
す
。

「
山
内
直
通
領
分
卜
宮

景
盛
領
分
ト
ノ
境
に
高
村
卜
云
所

ア
リ
両
家
数
年
此
境

ヲ
論
シ
確

執
更

二
止
」
な
か

っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
永
禄
二
年

（
一
五
五
九
γ
に
は
山
内
氏
と
久
代
宮
氏
は
ヽ
団
司
川
原
や
篠
津

原
で
戦

っ
た
、

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
、
信
敷
庄

・
高
郷
の
防

衛
拠
点
と
し
て
雲
井
城
も
強
化
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

二
つ
目
の
証
拠
は
、

『山
内
首
藤
家
文
書
』
に
残
る

「山
名

豊
加
判
塩
冶
綱
條
書
」

（二

一
二
）
や

「山
内
隆
通
條
書
井
毛

元
就
等
連
署
返
書
」

（二

一
六
）
に
表
れ
て
い
る
宮
家
跡
職
ヘ

山
内
氏
の
執
着
で
す
。

「曲
名
祐
豊
加
判
塩
冶
綱
條
書
」
は
、

の
山 の 利 祐



答
え
て
い
ま
す
。
こ
の
書
状
は
年
欠
で
、
る
た
め
、
い
つ
発
給
さ

れ
た
も
の
か
不
明
で
す
が
、
宮
家
跡
職
が
下
野
守
家
跡
を
指
す
と

す
れ
ば
、
宮
下
野
守
家
が
断
絶
し
た
天
文
十
年
頃
の
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。

「大
館
常
興
日
記
』
天
文
十
年

（
一
五
四

一
）
八
月
四

日
の
条
に

「
（前
略
）
宮
下
野
守
跡
た
ん
せ
つ
に
つ
い
て
宮
彦
次

郎
知
行
切
と
り
候
て
大
内
方
と

一
所
也
、
傷
彦
次
郎
方
よ
り
宮
惣

領
職
望
申
候
云
々
」
と
あ

っ
て
、
宮
下
野
守
跡
職
を
大
内
方
の
宮

ヽ
彦
次
郎
が
押
領
し
て
幕
府
に
富
惣
領
職
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
こ
の
宮
彦
次
郎
が
久
代
宮
氏
だ
と
す
る
れ
ば
、
同

じ
く
備
北
の
宮
下
野
守
跡
代
官
職
を
狙
う
山
内
氏
と
の
間
に
強
い

確
執
が
も
た
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

４
　
雲
井
城
と
毛
利
氏

山
内
氏
は
、
天
文
二
十
二
年

（
一
五
五
三
）
に
毛
利
氏
の
支
配

下
に
入
り
ま
す
。
同
じ
く
天
文
二
十
二
年
に
は
久
代
宮
し
も
毛
利

隆
元
の
師
で
あ
る
小
奴
可
宮
氏
出
身
の
興
禅
寺
策
雲
の
計
ら
い
に

よ
っ
て
毛
利
氏
に
属
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
雲
井
城
は
毛
利
対

尼
子
の
最
前
線
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
従

っ
て
現
在
残

っ
て
い
る

雲
井
城
の
石
垣
は
、
毛
利
氏
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
な
く
山
内
氏

が
独
力
で
築
い
た
も
の
と
考
え
る
方
が
良
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、

山
内
氏
が
単
独
で
築
城
し
た
と
す
る
と
、
本
城
で
あ
る
甲
山
城
よ

り
も
防
備
の
厳
重
な
総
石
垣
造
り
の
城
を
高
郷
に
築
き
、
篠
津
原

に
家
臣
団
の
住
む
屋
敷
群
を
造

っ
た
理
由
が
分
か
ら
な
く
な
り
ま

す
。
現
存
す
る
史
料
に
残

っ
て
い
な
い
毛
利
氏
と
尼
子
氏
の
激
突

が
こ
の
篠
津
原

一
帯
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
想
像
し

て
み
る
の
も
面
白
ヽ
ど
思
い
ま
す
。

高
郷
は
毛
利
氏
の
時
代
、
最
終
的
に
は
山
内
氏
の
支
配
に
帰
じ

た
よ
う
で
す
。
前
述
の

「山
内
隆
通
知
行
書
立
案
」

（三
〇
四
）

に
あ
る
よ
う
に
高

・
小
用
は
七
百
貫
の
地
と
し
て
山
内
氏
の
所
有

す
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た、
、
弘
治
三
年

（
一
五
五
七
）

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る

「毛
利
元
就
自
筆
書
状
」

（
『毛
利
家
文

書
』
）
に

「山
内
大
和
守
者
、
高
七
百
貫
、
長
江
三
百
貫
、
四
ヶ
村
四
百
貫
、

其
外
弐
千
貫
程
之
隠
居
分
に
て
候
つ
る
」

と
あ

っ
て
、
山
内
氏
に
よ
る
高
郷
の
領
有
は
毛
利
氏
の
承
認
を
得

た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
天
正
十
九
年

（
一
五
九

一
）
、
毛
利
氏

が
広
島
城
を
築
城
し
て
移
る
に
あ
た
り
、
山
内
氏
も
広
島
に
移
住

す
る
こ
と
に
な
り
雲
井
城
も
廃
城
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

θ





210-022
くもい

雲 井 城 跡  (要害山城跡,篠津原城跡)庄 原市高町

現状 :聾林 保存状況 完存 立地 丘陵頂部 標高669m 比高380m

史  料 『芸藩通志1巻 121・ 125

(新機)

参考文献 「庄原市高町の篠津原館llLの 調査報告」,FLL内首藤氏の支城・雲井城について』,『 日本城

郭大系J

最高所の 1郭中ほどには径約 2mの井戸がある。この 1郭から南西尾根上に郭が並び,所々に石垣

が多月:さ れている。郭群をつなぐ遷路
`よ

南製を通っている。北西麓からの登城路
`ま

2郭 1ヒ西端に取り

付 く。

要概

ザンプ

馨井城跡機 :餞 (S=1:2,000)



雲井城本丸 (要害山頂上)の石垣

郭  内

T

図 :

坂
　
道

（右
前
の
道
）

Ｆ
】
ド
雌
レ
ト
レ
レ
レ



要概

210-023 (新祖・本村 )

篠津原館跡群 慮原市高町

現状 山林 保存状況 完存 立地 丘陵先端・丘陵裾部 標高350～ 450m 比高 1～ 5m

参考文献 「庄原市高琴の篠津原館量の調査」,『中鐵縦貫自動車道建設に伴う埋蔵文化財発描調査報

告書(1週 ,『山内首藤氏の支城・露井城についてJ,『 日本城郭大系J,F広島県の主要城跡J

福山城跡の南麓,雲井城跡の西から南にか

けての据野に館跡群が広がる。全域の詳細分

布調査は実施 していない。館跡群のうち,最

大級の規模の二つの遺跡 (A・ B)を 図化

した。

Aは27m X35mの 規模で,西端に切岸部分

を石垣で固めた終影がある。この北西下に二

段の平坦面が広がり,不整形な緩斜面のさら

に先端に20難 ×25菫 の郭がある。この郭の北

西週の中央部に坂虎口があり,こ れより南側

の切岸は石垣となる。

Bは高池と小用池の間に位置し,土塁と堀

に囲まれた70m× 30m織度の規模である。東

週中央にある虎日は土塁と堀に囲まれている。 篠津原館簸群A遺跡略灘図 (S=1:2,000)

篠津原館跡群3遺跡略測図 (S=l121000)



210-021
ふくやま

福山城跡 庄原市高町

現状 鏡1林 保存状況 完存 立地 丘陵頂轟 標高477撻 比高200識

史  料 l芸藩通志」巻121・ 125

参考文献 「山内首藤氏の支城・雲井城について1,「 日本城郭大系』

概  要

(吉野・木村 )

東西に延びるLむ 頂郭群,こ こから西下に続 く小郭群と北に延びる細尾根上の郭群,及び堀切などか

らなる。最高所の 1郭は45m X 5～ 20mの 規模で,北慣1に 通路が取 り付き3m下の郭につながる。 1

郭の東に2m低 く2郭があり,南西端に虎口が3尋 き南下の堀切に続く。 2郭の北 ド3mか ら幅 5 rn弱

の通路が北に延び,先葉にわずかな平jEl面 がある。その下 5mに主橋を伴う深さ0.5mの 堀勢力`あ り,

ここから北側に4段の長大な郭が広がる。
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210-010                                                                  1711ヽ
)

1'ま

l劇 城 跡  庄原市本郷熙r 県史跡 (1971年 12月 23日 指定)

1 山林,基地,寺社境内地 保存状況 良好 立地 独立丘餃 標高384nl 比高120nl

料 『毛利家文書』251,『 山内首藤家文書』126・ 127,『吉チ|1家文書』366,『萩藩問
「

l録』巻67

[高須]6,「芸藩j重志』巻132・ 137

,文献 :日 本城郭大系』

要

:山全山が城郭化されている。 1郭の中央には格台状の高まりがある。 2享「の北東隅にも櫓台状の

iり があり,現在甲山南麓にある艮神社 (別 名「詰ノ九八:播」)がかつてここにあったという。 3

12郭の 2 rrl南 下にあり,北西端に土塁がある。 2郭・3郭のまわりには土塁の痕跡が見られる。

iは 2郭の北東下にあり,北東隅に櫓台状の高まりがある。その下には二重の堀切と土塁を配す。

1ら の郭群の外佃1に も尾根上に郭群があり,北側に広がるものは各郭の規模が大きい。東と南に広

i郭群は山裾まで延びるが,南側のものは加工度が低い。西側の郭群には書提寺の円i亜 寺があり,

1は 重要文化財に指定されている。

:内氏の本拠城である。        _
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